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議案第６７号  

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）１１月２６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 藤沢市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年藤沢市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に，

「１００分の１０７.５」を「１００分の９２.５」に改め，同条第３項中

「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に，「１００分の７２.５」

を「１００分の６２.５」に，「１００分の１０７.５」を「１００分の９２.５」

に，「１００分の６２.５」を「１００分の５２.５」に改める。 

第２条 藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に，

「１００分の９２.５」を「１００分の１００」に改め，同条第３項中「１００

分の１１２.５」を「１００分の１２０」に，「１００分の６２.５」を「１００

分の６７.５」に，「１００分の９２.５」を「１００分の１００」に，「１００

分の５２.５」を「１００分の５７.５」に改める。 

 （藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年藤沢市条例
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第１０号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１１２.５」に，

「１００分の１６７.５」を「１００分の１５７.５」に改める。 

第４条 藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に，

「１００分の１５７.５」を「１００分の１６２.５」に改める。 

附 則 

この条例は，令和３年１２月１日から施行する。ただし，第２条及び第４条の規

定は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を考慮し，

本市の一般職の職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 


